
　
昨
年
は
大
変
厳
し
い
１
年
で
あ
り
ま

し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
波
が
幾
度
か
到
来
し
、
そ
の
た
び
に

緊
急
事
態
宣
言
が
発
出
ま
た
は
延
長
さ

れ
、
経
済
活
動
は
停
滞
し
ま
し
た
。
医

療
従
事
者
の
方
々
の
ご
努
力
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
医
療
体
制
は
崩
壊
し
、
入
院

で
き
る
ま
で
自
宅
療
養
す
る
し
か
な
い

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
８
月
中

旬
以
降
か
ら
感
染
者
数
が
減
少
し
始

め
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
も
進
み
、
９
月
末

で
緊
急
事
態
宣
言
は
解
除
さ
れ
ま
し

た
。
飲
食
店
へ
の
制
限
が
緩
和
さ
れ
、
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 川 精 一

　
新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

　
令
和
４
年
の
年
頭
に
あ
た
り
、
会
員

の
皆
様
に
謹
ん
で
ご
挨
拶
申
し
上
げ
ま

す
。 新

年
の
ご
挨
拶

北海道・札幌市円山動物園

観
光
地
な
ど
へ
の
人
出
も
増
加
し
、
経

済
活
動
は
よ
う
や
く
回
復
の
兆
し
が
み

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
新
た

な
変
異
株
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
第
６

波
の
到
来
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。
今
な
お

収
束
が
み
え
な
い
コ
ロ
ナ
禍
、
油
断
な

ら
な
い
状
況
が
続
い
て
お
り
ま
す
。

　
さ
て
、
当
会
に
お
き
ま
し
て
も
、
昨

年
は
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
ほ
と
ん
ど
の

行
事
を
中
止
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
、

事
務
局
の
業
務
時
間
短
縮
、
相
談
の
予

約
制
な
ど
、
会
員
の
皆
様
に
は
ご
不
便

を
お
か
け
い
た
し
ま
し
た
。
ご
理
解
と

ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
、
厚
く
お

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ま
た
、
租
税
教
育
推
進
活
動
の
一
環

と
し
て
、
納
税
貯
蓄
組
合
が
国
税
庁
と

共
同
で
募
集
す
る
、
中
学
生
の
「
税
に

つ
い
て
の
作
文
」
に
お
き
ま
し
て
も
、

例
年
で
す
と
厳
正
な
る
審
査
で
選
出
し

た
作
文
を
、
表
彰
式
を
執
り
行
い
表
彰

す
る
の
で
す
が
、
参
加
者
お
よ
び
関
係

者
の
健
康
・
安
全
面
を
考
慮
し
た
結

果
、
表
彰
式
は
２
年
連
続
の
中
止
と
な

り
、
大
和
税
務
署
を
は
じ
め
と
す
る
行

政
機
関
と
当
会
を
含
む
協
力
団
体
は
、

表
彰
状
を
個
別
に
贈
呈
す
る
こ
と
に
い

た
し
ま
し
た
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
、

１
０
６
４
編
の
作
文
を
ご
応
募
い
た
だ

き
ま
し
た
大
和
税
務
署
管
内
４
市
18
校

の
皆
様
に
お
礼
申
し
上
げ
る
と
と
も

に
、
表
彰
さ
れ
た
皆
様
に
は
、
お
祝
い

と
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ほ
と
ん
ど
の
行
事
が
中
止
ま
た
は
縮

小
さ
れ
る
中
、
明
る
い
話
題
も
あ
り
ま

し
た
。
青
年
部
が
毎
年
お
こ
な
っ
て
い

る
献
血
活
動
で
は
、
過
去
最
高
の
献
血

数
を
残
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
女
性

部
は
、
今
ま
で
お
こ
な
っ
て
き
た
チ
ャ

リ
テ
ィ
ー
バ
ザ
ー
売
上
金
の
寄
付
が
評

価
さ
れ
、
海
老
名
市
の
市
制
施
行
50
周

年
記
念
式
典
に
お
き
ま
し
て
感
謝
状
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
女
性
部
・
青
年
部

と
も
に
今
後
ま
す
ま
す
の
躍
進
を
期
待

し
ま
す
。

　
そ
し
て
、
年
が
明
け
ま
す
と
す
ぐ
に

確
定
申
告
が
始
ま
り
ま
す
。昨
年
同
様
、

感
染
症
対
策
を
徹
底
し
、
予
約
制
で
確

定
申
告
書
の
と
り
ま
と
め
を
お
こ
な
い

ま
す
が
、
今
年
は
確
定
申
告
期
限
の
延

長
は
な
い
よ
う
で
す
。
予
約
枠
に
も
限

り
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
記
帳
や
決
算

な
ど
で
ご
不
明
な
点
は
、
確
定
申
告
が

始
ま
る
前
に
ご
相
談
い
た
だ
く
な
ど
、

業
務
効
率
ア
ッ
プ
に
ご
協
力
を
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

　
青
色
申
告
会
を
利
用
さ
れ
る
方
が
最

も
多
く
な
る
こ
の
時
期
、
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ

の
普
及
と
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
の

周
知
・
普
及
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、

大
和
税
務
署
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら

会
勢
拡
大
に
も
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま

す
。
会
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得
、

会
計
ソ
フ
ト
「
ブ
ル
ー
リ
タ
ー
ン
Ａ
」

の
導
入
な
ど
、
ご
協
力
を
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

　
結
び
に
、
本
年
も
会
員
皆
様
に
と
っ

て
良
い
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
心
か
ら
祈

念
申
し
上
げ
ま
し
て
、
新
年
の
ご
挨
拶

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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大和税務署長

冨 山 　 健

新
年
の
ご
挨
拶

　
新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

　
令
和
４
年
の
年
頭
に
当
た
り
、
一
般

社
団
法
人
大
和
青
色
申
告
会
の
皆
様
に

は
謹
ん
で
新
年
の
お
慶
び
を
申
し
上
げ

ま
す
。

　
旧
年
中
は
、

川
会
長
を
は
じ
め
役

員
並
び
に
会
員
の
皆
様
に
は
、
税
務
行

政
に
つ
き
ま
し
て
格
別
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
賜
り
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。

　
特
に
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
厳
し
い
状

況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
記
帳
確
認
指
導

会
や
税
務
研
修
会
を
開
催
さ
れ
、
納
税

者
の
適
正
申
告
に
貢
献
い
た
だ
く
と
と

も
に
、
租
税
教
室
開
催
へ
の
ご
協
力
の

ほ
か
、
青
年
部
に
よ
る
街
頭
献
血
や
確

定
申
告
期
の
広
報
車
で
の
広
報
活
動
な

ど
、
納
税
道
義
の
高
揚
と
青
色
申
告
制

度
の
普
及
に
ご
尽
力
い
た
だ
き
、
心
よ

り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ま
も
な
く
、
令
和
３
年
分
の
確
定
申

告
期
を
迎
え
ま
す
。

　
毎
年
、
大
和
青
色
申
告
会
の
皆
様
に

【
顧
　
問
】

遠
藤
　
伸
彰

曽
根
壽
太
郎

【
理
　
事
】


川
　
精
一
（
会
長
）

堀
田
　
勝
彦
（
副
会
長
）

大
矢
　
勝
彦
（
副
会
長
）

石
井
　
　
茂
（
副
会
長
）

谷
川
　
元
彦
（
副
会
長
）

二
見
　
宣
長
（
副
会
長
）

岩
崎
　
清
昭

長
岡
　
巨
知

竹
内
　
　
弘

山
村
美
伎
男

柴
田
　
　
茂

下
田
　
兼
義

大
原
　

男

矢
澤
　
富
夫

西
海
　
正
美

松
尾
寿
美
子

伴
　
　
勝
義

川
島
　
好
三

八
木
　
隆
行

佐
々
木
達
也

鈴
木
美
代
子

陳
　
　
　
勝

は
、
青
色
コ
ー
ナ
ー
に
お
い
て
、
確
定

申
告
事
務
の
円
滑
な
運
営
に
多
大
な
る

ご
支
援
と
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
お

り
、
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
本
年

も
引
き
続
き
ご
支
援
を
賜
り
ま
す
と
と

も
に
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用

し
た
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
の
更
な
る
利
用
促
進

及
び
期
限
内
納
付
に
、
よ
り
一
層
の
お

力
添
え
を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

　
結
び
に
当
た
り
、
一
般
社
団
法
人
大

和
青
色
申
告
会
の
益
々
の
ご
発
展
と
、

会
員
の
皆
様
の
ご
健
勝
並
び
に
ご
事
業

の
ご
繁
栄
を
心
か
ら
祈
念
い
た
し
ま
し

て
、
新
年
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

【
監
　
事
】

横
山
　
房
司

千
葉
　
　
斉

松
尾
　
誠
一

【
支
部
長
】

中
村
　
京
子
（
中
央
林
間
東
）

宮
道
　
岑
雄
（
中
央
林
間
西
）

佐
藤
　
忠
子
（
下
鶴
間
）

古
木
　
富
美
（
下
鶴
間
北
）

矢
内
　
弘
子
（
南
林
間
北
）

松
岡
　
純
二
（
南
林
間
西
）

田
向
　
琳
子
（
南
林
間
）

笹
本
　
恵
子
（
南
林
間
南
）

石
井
　
　
勇
（
林
間
東
）

吉
野
　
弘
勝
（
西
鶴
間
）

大
澤
　
一
郎
（
西
鶴
間
第
１
）

本
間
　
直
子
（
西
鶴
間
若
草
）

佐
藤
　
範
彦
（
鶴
間
）

平
塚
　
恵
一
（
草
柳
南
）

古
谷
田
秋
美
（
草
柳
西
）

山
形
　
妙
子
（
中
央
１
）

向
笠
三
津
雄
（
大
和
東
第
１
）

渡
辺
　
隆
敏
（
大
和
東
第
２
）

一
部
冨
士
男
（
大
和
南
）

田
邊
　
政
道
（
桜
ヶ
丘
第
１
）

国
兼
　
泰
信
（
桜
ヶ
丘
第
２
）

鶴
田
　
幸
夫
（
福
田
第
１
）

増
　
　
正
之
（
福
田
第
２
）

仲
戸
川
誠
一
（
渋
谷
東
）

保
田
　
　
豊
（
渋
谷
南
第
１
）

一
之
瀬
義
康
（
座
間
）

齊
藤
　
一
則
（
入
谷
第
１
）

福
田
　
　
亮
（
入
谷
第
２
）

京
免
　
康
彦
（
栗
原
第
２
）

手
川
　
　
薫
（
栗
原
第
３
）

早
坂
　
長
蔵
（
相
武
台
第
１
）

堀
　
　
丈
夫
（
相
武
台
第
２
）

冨
田
　
清
一
（
相
模
が
丘
第
１
）

関
口
　
吉
三
（
相
模
が
丘
第
２
）

矢
板
　
文
平
（
小
松
原
）

外
堀
　
伸
一
（
柏
ヶ
谷
第
２
）

窪
田
　
照
雄
（
柏
ヶ
谷
第
３
）

重
田
　
　
勉
（
国
分
第
１
）

飯
田
　
　
覚
（
国
分
第
２
）

岩
野
　
　
亮
（
上
今
泉
）

池
田
　
裕
司
（
大
谷
・
勝
瀬
）

松
本
　
　
進
（
浜
田
・
国
分
寺
台
）

寺
谷
　
　
進
（
海
老
名
第
４
）

金
子
　
　
孝
（
中
新
田
・
さ
つ
き
）

須
藤
　
則
男
（
杉
久
保
・
上
河
内
）

猪
熊
　
克
行
（
本
郷
・
中
河
内
）

時
任
　
勝
美
（
今
里
・
社
家
）

柏
木
　
敏
男
（
中
野
・
門
沢
橋
）

渡
井
　
賢
次
（
上
土
棚
）

山
添
　
宏
征
（
中
村
）

高
橋
　
　
茂
（
上
深
谷
）

長
沼
　
邦
紘
（
綾
北
）

新
家
　
　
清
（
寺
尾
北
）

矢
部
　
貴
洋
（
早
園
）

村
田
　
裕
司
（
大
和
農
業
）

曽
根
　
寿
英
（
座
間
農
業
）

井
上
　
　
勝
（
海
老
名
農
業
）

田
地
川
和
男
（
綾
瀬
農
業
）

齊
木
　
　
稔
（
大
和
歯
科
医
師
）

鈴
木
　
正
和
（
税
理
士
）

謹
ん
で
初
春
の

ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す

一
般
社
団
法
人

大
和
青
色
申
告
会
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政府・与党は2022年1月に施行する電子帳簿保存法の電子取引の電磁的記録の保存について、

2年の猶予期間を設けました。今後、通常国会へ関連する税制改正法案が提出され、成立する見込みです。

【12月10日決定した2022年度 与党税制改正大綱の要約】

　電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間は、

所轄税務署長が保存要件に従った電子保存をすることができなかったことについて、やむを得ない事情があると認

め、当該 電磁的記録の出力書面の提示 又は 提出の求めに応じることができるようにしている場合は、引き続き出

力書面等での保存も容認する。なお、保存要件が困難な事業者の実情に配意し、所轄税務署長への手続きを要せず

その出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとする。

■「会員証」をご持参ください
　相談・指導につきましては、正会員と準会員の方に限らせてい

ただいております。決算相談・指導会へお越しの際には、会員証

をご提示ください。

■相談・指導は「予約制」です
また「1回40分」を上限とさせていただきます

　相談・指導は、予約された方を優先いたしますので、順番が前後する場合がございます。また、相談・指導が

時間内に終了しない場合は、再度受付してお待ちいただくこととなります。あしからずご了承ください。

■「早期提出」にご協力ください
　確定申告書はできるだけ早期に事務局、もしくはお近くの出張会場へご提出ください。確定申告期
後半の会場混雑緩和にご協力お願いいたします。

■確定申告をする方の「電子証明書」で「ｅ-Ｔａｘ」のご利用を
　納税者ご本人の「電子証明書」でe-Taxをご利用される場合は、事務局へお越しください。

■申告書や申請書等には
「マイナンバーの記載」が必要です

　納税者ご本人だけでなく、控除対象配偶者および扶養親族、事業専従者

の方のマイナンバーも必要です。

　当会ではマイナンバーの記載された書類をお預かりする際、｢特定個人情報の取扱いに関する同意書｣を提出

していただくことになります（過去に提出されている場合を除く）ので、ご理解ご協力のほどお願いいたします。

■「記帳確認」を受けられた方は「記帳確認済証明 発行券」を
　昨年11月に「記帳確認」を受けられた方は、その際にお渡しした「記帳確認済証明発行券」を、決
算相談・指導会へお越しの際にご持参ください。
　ご持参された方には「記帳確認済証明」を発行いたします。また、確定申告書を税務署に直接提出
される方は、大和税務署の「青色コーナー」においても「記帳確認済証明」を発行いたしますのでご
利用ください。

　相談・指導につきましては、正会員と準会員の方に限らせてい

ただいております。決算相談・指導会へお越しの際には、会員証

所得税　1月19日（水）～

3月15日（火）

消費税　1月19日（水）～

3月31日（木）

大和青色申告会での

確定申告書のとりまとめ
当会では右記の期間、会員様の決算書作成をお

手伝いし、さらに確定申告書をとりまとめて大和

税務署へ一括提出いたします。事務局またはお近

くの出張会場へお早めにご提出ください。

相談指導会の日程等につきましては、既に発送

しております「会員証」をご覧ください。

会員の皆様への

お願い

「電子取引の電子保存の義務化」２年間の猶予電子帳簿
保存法
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大和税務署からの

お知らせ

○ 令和３年分の 申告・納税の期限 及び
振替納税の 振替日 は、次のとおりです。

税　目 申告及び納税の期限 振替日
所得税 及び
復興特別所得税 令和４年３月１５日（火）まで 令和４年４月２１日（木）

（個人事業者の方の）
消費税及び地方消費税 令和４年３月３１日（木）まで 令和４年４月２６日（火）

贈与税 令和４年３月１５日（火）まで 振替納税のご利用はできません

※振替納税のご利用（新規・変更）は手続きが必要です。

○ e-Tax申告について

「国税庁ホームページ」へアクセス
所得税、消費税及び贈与税の申告書、収支内訳書や青色申告
決算書を作成できます。

２
STEP

～新型コロナウイルス感染防止の観点からもご自宅からのｅ-Ｔａｘをご利用ください～

申告書等を作成
画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書等が
作成できます。自動計算なので計算誤りがありません。

ｅ-Ｔａｘで送信して提出
①マイナンバーカードを使って送信
　マイナンバーカード読取対応のスマートフォンかＩＣカードリーダラ
イタをご用意ください。

②ＩＤとパスワードで送信
　ＩＤ・パスワード方式は、事前の届出が必要です。届出をする場合は、
申告されるご本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちの上、お近くの
税務署にお越しください。

１
STEP

３
STEP

●　税務署に行かずに自宅から申告できます。（確定申告期間中は、２４時間いつでも利用可能です）
　※メンテナンス時間を除きます。
●　生命保険料控除証明書、寄附金受領証明書等は、その記載内容を入力して送信することにより、
提出又は提示を省略することができます。
※法定申告期限から５年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。

●　一定の要件のもと、最高６５万円の青色申告特別控除が受けられます。
　　詳しくは国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）でご確認ください。

申告書にはマイナンバーの記載が必要です！
確定申告書等を税務署へ提出する際は、"毎回" マイナンバーの記載と、本人確認書類
（番号確認書類及び身元確認書類）の提示又は写しの添付が必要です。

○ 所得税の確定申告で e-Tax をご利用いただく メリット
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確定申告に当たっての注意点
（新型コロナウイルス感染症に関連する医療費控除の注意点）

● 医療費控除の対象となる医療費は、

① 医師等による診療や治療のために支払った費用

② 治療や療養に必要な医薬品の購入費用
などとされています。

　新型コロナウイルス感染症を予防するためにマスクを購入しまし
たが、この購入費用は確定申告において医療費控除の対象となりま
すか？

　質問のマスクについては、病気の感染予防を目的に着用するものであり、

その購入費用は上記①②のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除

の対象となりません。

新型コロナウイルス感染症のＰＣＲ検査を受けました
が、この検査費用は確定申告において医療費控除の対象
となりますか？

【医師等の判断によりＰＣＲ検査を受けた場合】

　新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うＰＣＲ検査など、医師

等の判断により受けたＰＣＲ検査の検査費用は、上記①②の費用に該当するため医療費控除の

対象となります。

　ただし、医療費控除の対象となる金額は自己負担部分に限りますので、公費負担により行わ

れる部分の金額については医療費控除の対象とはなりません。

【自己の判断によりＰＣＲ検査を受けた場合】

　単に感染していないことを明らかにする目的で受けるＰＣＲ検査など、自己の判断により受

けたＰＣＲ検査の検査費用は上記①②のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象

となりません。

　ただし、ＰＣＲ検査の結果「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合にはそ

の検査は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その場合の検査費

用については医療費控除の対象となります。

※ 　医療費控除の適用を受ける場合は、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、

確定申告書に添付してください。

　医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによっ

て「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができます。

　なお、「医療費控除の明細書」の記載内容を確認するため、確定申告期限等から５年を経

過する日までの間、医療費の領収書（医療費通知を添付したものを除きます。）の提示又は

提出を求める場合があります。
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　事務局からのお知らせ　
◆確定申告期間中、下記の日付に限り休業日も業務をおこないます。

●令和４年12月20日（日）
　　業務時間　18：45 ～ 17：30

●令和４年12月27日（日）
　　業務時間　18：45 ～ 17：30

●令和４年13月12日（土）
　　業務時間　18：45 ～ 12：00

◆下記の日付につきましては、業務時間に変更がございます。会員
の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご了承のほどよろしく
お願い申し上げます。

●令和４年11月17日（月）支部長会議 他

　　業務時間　18：45 ～ 11：00

●令和４年11月18日（火）指導員研修

　　業務時間　13：00 ～ 17：30

●令和４年15月27日（金）通常総会

　　業務時間　18：45 ～ 11：00

　インボイス制度の下では、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、仕入税額控

除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないことから仕入税額控除を行うことがで

きません。

　ただし、インボイス制度開始から一定期間は適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっ

ても仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。

　経過措置を適用できる期間等は次のとおりです。

　・令和５年１０月１日から令和８年９月３０日までは仕入税額相当額の８０％

　・令和８年１０月１日から令和１１年９月３０日までは仕入税額相当額の５０％

　なお、この経過措置の適用を受けるためには、必要事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件

となります。

　免税事業者が令和５年１０月１日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合に

は、登録日（令和５年１０月１日より前に登録の通知を受けた場合であっても、登録の効力

は登録日である令和５年１０月１日から生じることとなります。）から課税事業者となる経

過措置が設けられています。

　したがって、この経過措置の適用を受けることとなる場合は登録日から課税事業者となり、登録を受

けるにあたり課税選択届出書を提出する必要はありません。

　なお、経過措置の適用を受けて適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、登録日から課税事業者と

なり、基準期間の課税売上高にかかわらず登録日から課税期間の末日までの期間について消費税の申告

が必要となります。

　免税事業者が令和５年10月１日の属す
る課税期間中に登録を受ける場合の取扱い
について教えてください。
　また、この場合、いつから課税事業者と
なりますか？

　インボイス制度開始後の一定期間、免税事業者等からの仕入税額相当額の一
定割合を控除できる経過措置について教えてください。
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新
年
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

本
年
も
相
変
わ
ら
ず
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
昨
年
も
コ
ロ
ナ
禍
、
豪
雨
災
害
と
多

く
の
災
難
が
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。
特

に
コ
ロ
ナ
禍
で
は
、
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク

や
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
、
ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ

な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
業
種
に
お
い
て
事

業
の
や
り
方
に
変
革
が
求
め
ら
れ
ま
し

た
。
あ
ま
り
の
変
わ
り
よ
う
に
、
世
の

中
に
取
り
残
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
気
持

ち
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
女
性
部
に
お
き
ま
し
て
も
、
全
青
色

や
神
奈
川
県
連
で
は
、
ウ
ェ
ブ
会
議
が

導
入
さ
れ
、
電
車
な
ど
を
乗
り
継
い
で

会
場
ま
で
出
向
く
こ
と
が
な
く
な
り
ま

し
た
。
当
会
の
女
性
部
も
、
今
年
こ
そ

は
事
業
を
見
直
し
て
い
き
ま
せ
ん
か
？

そ
れ
に
は
皆
様
の
ご
協
力
が
な
く
て
は

始
ま
り
ま
せ
ん
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

　
さ
て
、
昨
年
11
月
１
日
、
海
老
名
市

の
市
制
施
行
50
周
年
記
念
式
典
に
お
き

ま
し
て
、
女
性
部
が
今
ま
で
に
お
こ

な
っ
た
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
バ
ザ
ー
売
上
金

の
寄
付
が
評
価
さ
れ
、
感
謝
状
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
て

ご
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、

バ
ザ
ー
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
皆

様
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
本
年
も
青
年
部
を
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
ま
だ
ま
だ
続
く
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
影
響
で
、
残
念
な
日
々
が

続
い
て
い
ま
す
が
、
昨
年
10
月
に
お
こ

な
い
ま
し
た
献
血
の
お
手
伝
い
で
は
、

部 長

下 田 兼 義

青
年
部
ニ
ュ
ー
ス

新
年
の
ご
挨
拶

部 長

鈴 木 美代子

女
性
部
ニ
ュ
ー
ス

新
年
の
ご
挨
拶

過
去
最
高
の
献
血
者
数
56
名
を
達
成
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
企
業
や
学
校

な
ど
で
の
献
血
活
動
が
見
合
わ
せ
に
な

る
中
、
少
し
で
も
お
役
に
立
て
て
よ

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
今
後
も
引
き
続

き
、
青
年
部
の
最
重
要
活
動
と
し
て
頑

張
っ
て
い
き
た
い
所
存
で
す
。

　
さ
て
、
今
年
は
寅
年
で
す
。
寅
年
の

人
は
…
、

「
前
向
き
で
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
が
強

く
、
何
事
も
強
い
信
念
と
自
信
を
も
っ

て
挑
ん
で
い
く
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
行

動
力
に
加
え
、
社
交
的
な
た
め
リ
ー

ダ
ー
に
適
し
て
い
ま
す
が
、
自
信
家
で

負
け
ず
嫌
い
な
性
格
か
ら
反
感
を
買
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
。」

だ
そ
う
で
す
。
因
み
に
一
番
大
き
い
虎

は
、
ア
ム
ー
ル
虎
（
和
名

：

朝
鮮
虎
・

シ
ベ
リ
ア
虎
）
と
い
わ
れ
て
い
て
、
大

き
い
も
の
は
体
長
３
ｍ
、
体
重
３
５
０

㎏
も
あ
る
そ
う
で
す
。
加
藤
清
正
の
朝

鮮
出
兵
で
の
虎
退
治
は
、
こ
の
虎
と
云

わ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
今
年
は

「
２
０
２
３
年
か
ら
始
ま
る

新
時

代

に
向
け
た
準
備
の
年
。
情
報
収
集

し
て
感
性
の
ア
ン
テ
ナ
を
磨
い
た
り
、

今
ま
で
行
か
な
か
っ
た
集
ま
り
に
参
加

し
た
り
、
新
し
い
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
し
た

り
し
て
、
自
分
の
可
能
性
を
広
げ
る
こ

と
が
重
要
に
。
新
型
コ
ロ
ナ
を
め
ぐ
る

混
乱
も
２
０
２
２
年
の
３
月
頃
に
は
ひ

と
区
切
り
つ
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

と
、
あ
る
有
名
占
い
師
の
か
た
が
言
っ

て
お
り
ま
し
た
。
信
じ
る
信
じ
な
い
は

と
も
か
く
、
確
か
に
ニ
ュ
ー
ノ
ー
マ
ル

や
ら
新
し
い
資
本

主
義
や
ら
変
革
の

途
中
に
あ
る
の
は

感
じ
ま
す
ね
。

　
こ
こ
何
年
も
混

乱
の
中
に
あ
っ
て

心
休
ま
る
日
々
が

続
き
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
今
年
こ
そ
は
す
べ
て
好
転
し
て

い
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

　
大
和
青
色
申
告
会
も
総
合
改
革
委
員

会
を
立
ち
上
げ
、
会
に
関
す
る
す
べ
て

の
こ
と
に
つ
い
て
、
横
断
的
に
意
見
を

募
り
、
理
事
会
に
お
い
て
改
革
す
べ
き

点
を
進
言
す
る
方
向
で
会
議
を
開
催
し

て
お
り
ま
す
。
占
い
の
よ
う
に
今
年
は

２
０
２
３
年
に
向
け
た
準
備
の
年
と
な

り
そ
う
で
す
。

　
結
び
に
、
生
命
の
大
切
さ
、
皆
様
の

事
業
の
発
展
を
ご
祈
念
し
新
年
の
ご
挨

拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

支部数 会員数 支部数 会員数 会員数

大 和 北 １３ ９０８ 農 業 ４ １，１１６ 準 会 員 Ａ １２４

大 和 南 １６ ９６０ 歯 科 医 師 ２ ２２ 準 会 員 Ｂ １６４

座 間 １４ ９０４ 税 理 士 １ ７３

海 老 名 １４ ７７６ 事 務 局 １６７

綾 瀬 ９ ５４８ 正 会 員 計 ５，４７４ 準 会 員 計 ２８８

支部と会員数　　　（令和３年11月20日 現在）

内野市長から鈴木部長へ感謝状
（海老名市　市制施行50周年記念式典）
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昨
秋
11
月
18
日
、
大
和
税
務
署
に
お

い
て
納
税
表
彰
等
の
贈
呈
が
行
わ
れ
、

当
会
関
係
者
か
ら
は
次
の
方
々
が
永
年

の
功
労
に
よ
り
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

　
心
よ
り
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。

納
税
表
彰

令
和
３
年
度

◎
大
和
税
務
署
長
表
彰
状西 内 節 夫

綾瀬市

八 木 隆 行

大和市

松 岡 純 二

大和市

古 木 富 美

大和市

佐 藤 忠 子

大和市

◎
大
和
税
務
署
長
感
謝
状川 島 好 三

綾瀬市

会
員
の
皆
様
か
ら
の
寄
稿

あ
お
い
ろ
ポ
ス
ト

　
新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
今
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

　
昨
年
も
コ
ロ
ナ
禍
で
、
旅
行
も
ま
ま

な
ら
な
い
年
で
し
た
が
、
新
規
感
染
者

が
徐
々
に
減
っ
て
き
た
９
月
、
サ
イ
ク

保 田 　 豊

大和市

　県内の全市町村と神奈川県は、法令の適正運用及び納

税者の利便性向上のため、個人住民税の特別徴収完全実

施を目指し、神奈川県統一基準を基本とする要件に該当

する全ての事業者を特別徴収義務者として随時、指定さ

せていただいています。引き続き、特別徴収推進にご協

力をお願いいたします。

大和市役所 市民税課、座間市役所 市民税課、
海老名市役所 市民税課、綾瀬市役所 課税課　

◆ 給与支払報告書の早期提出について

◆ 個人住民税の特別徴収について

◆ 個人番号（マイナンバー）、法人番号の
　　　　　 給与支払報告書への記載について

※ 令和３年１月１日より、ｅLTAXによる電子送信又は光ディスク
（磁気テープ、磁気ディスクなど）による提出義務の判断基準が、
1000枚以上から100枚以上に引き下げられましたのでご注意くださ
い。

　会員の皆様におかれ
ましては、日頃より税
務行政につきまして、
ご理解ご協力をいただき誠にありがとうございます。

　給与支払報告書を提出していただく時期が参りまし

た。令和４年１月31日（月）が提出期限となります。個人

住民税課税事務の円滑処理のため、早期提出にご協力を

お願いいたします。

　社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の施行に伴

い、給与支払報告書には個人番号および法人番号の記載

が必要となっています。給与支払者、給与受給者、（源泉・

特別）控除対象配偶者および扶養親族それぞれに記載が

必要となりますので、お忘れのないようご注意ください。

市からのお知らせ

　詳細につきましては、各市役所にご確認ください。

入谷第２支部
支部長

福 田 　 亮

自
転
車
で
日
本
一
周

リ
ン
グ
で
日
本
一
周
を
始
め
ま
し
た
。

　
座
間
か
ら
出
発
し
、
諏
訪
湖
、
安
房

峠
、
富
山
を
経
て
能
登
半
島
へ
。
さ
ら

に
そ
こ
か
ら
南
下
し
て
岐
阜
ま
で
走

り
、
９
月
は
そ
こ
で
一
旦
終
了
。

　
10
月
は
岐
阜
か
ら
出
発
し
、
福
井
、

丹
後
半
島
、
兵
庫
、
鳥
取
、
島
根
、
日

本
海
沿
い
を
山
口
ま
で
走
り
ま
し
た
。

　
11
月
、
出
か
け
る
前
に
自
転
車
で
転

倒
し
、
右
の
太
も
も
を
強
く
打
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
医
者
か
ら
は
安
静
に
す

る
よ
う
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
宿
な
ど
も

予
約
し
て
あ
っ
た
の
で
、
無
理
を
し
て

出
発
し
ま
し
た
。
山
口
か
ら
下
関
、
小

倉
、
国
東
半
島
を
経
て
別
府
へ
。
そ
し

て
、フ
ェ
リ
ー
で
四
国
に
渡
り
ま
し
た
。

山
口
か
ら
ペ
ダ
ル
を
漕
ぎ
続
け
て
い
る

う
ち
に
、
ぶ
つ
け
た
と
こ
ろ
が
化
膿
し

て
し
ま
っ
た
よ
う
で
、
破
裂
し
て
出
血

し
、
香
川
の
整
形
外
科
で
ド
ク
タ
ー
ス

ト
ッ
プ
。
予
定
よ
り
２
日
早
く
徳
島
か

ら
フ
ェ
リ
ー
で
帰
り
ま
し
た
。帰
宅
後
、

近
所
の
医
者
に
も
診
て
も
ら
い
ま
し
た

が
、「
敗
血
症
に
な
る
と
生
命
に
も
か

か
わ
る
」と
、強
く
注
意
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
だ
ま
だ
日
本
一
周
に
は
程
遠
い
で

す
が
、
70
歳
に
な
る
前
に
は
達
成
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
あ
と
２
年
！


